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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】優れた耐食性を有し、高強度と高延性を有する６０００系アルミニウム合金熱間
鍛造材の提供
【解決手段】質量％で、Ｓｉ：０．７～１．５％、Ｍｇ：０．６～１．２％、Ｆｅ：０．
０１～０．５％を各々含有するとともに、更に、Ｍｎ：０．０５～１．０％、Ｃｒ：０．
０１～０．５％、Ｚｒ：０．０１～０．２％のうちの一種または二種以上を含有し、残部
Ａｌおよび不可避的不純物からなる鍛造材であって、この鍛造材の最も厚肉な部分の肉厚
中心の観察面における組織として、Ｘ線回折により測定された転位密度が平均で１．０×
１０１４～５．０×１０１６／ｍ２の範囲であり、ＳＥＭ－ＥＢＳＤ法により測定された
、方位差が２°以上の結晶粒の傾角２～１５°の小傾角粒界の平均割合が５０％以上であ
り、倍率３０万倍のＴＥＭにより測定可能な析出物の平均数密度が５．０×１０２個／μ
ｍ３以上であることを特徴とするアルミニウム合金鍛造材。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｓｉ：０．７～１．５％、Ｍｇ：０．６～１．２％、Ｆｅ：０．０１～０．
５％を各々含有するとともに、更に、Ｍｎ：０．０５～１．０％、Ｃｒ：０．０１～０．
５％、Ｚｒ：０．０１～０．２％のうちの一種または二種以上を含有し、残部Ａｌおよび
不可避的不純物からなるアルミニウム合金鍛造材であって、この鍛造材の最も厚肉な部分
の肉厚中心の観察面における組織として、Ｘ線回折により測定された転位密度が平均で１
．０×１０１４～５．０×１０１６／ｍ２の範囲であり、ＳＥＭ－ＥＢＳＤ法により測定
された、方位差が２°以上の結晶粒の傾角２～１５°の小傾角粒界の平均割合が５０％以
上であり、倍率３０万倍のＴＥＭにより測定可能な析出物の平均数密度が５．０×１０２

個／μｍ３以上であることを特徴とする、強度と延性に優れたアルミニウム合金鍛造材。
【請求項２】
　前記アルミニウム合金鍛造材が、更に、質量％で、Ｃｕ：０．０５～１．０％、Ｔｉ：
０．０１～０．１％、Ｚｎ：０.００５～０．２５％の一種または二種以上を含有する請
求項１に記載の強度と延性に優れたアルミニウム合金鍛造材。
【請求項３】
　前記アルミニウム合金鍛造材の引張強度が４２０ＭＰa以上、０．２％耐力が４００Ｍ
Ｐa以上、伸びが１０％以上である請求項１または２に記載の強度と延性に優れたアルミ
ニウム合金鍛造材。
【請求項４】
　質量％で、Ｓｉ：０．７～１．５％、Ｍｇ：０．６～１．２％、Ｆｅ：０．０１～０．
５％を各々含有するとともに、更に、Ｍｎ：０．０５～１．０％、Ｃｒ：０．０１～０．
５％、Ｚｒ：０．０１～０．２％のうちの一種または二種以上を含有し、残部Ａｌおよび
不可避的不純物からなるアルミニウム合金鋳塊を、均熱処理後に熱間鍛造して鍛造材とし
、更に溶体化および焼入れ処理した前記鍛造材を温間加工した上で人工時効処理を施し、
この人工時効処理後の鍛造材の最も厚肉な部分の肉厚中心の観察面における組織として、
Ｘ線回折により測定された転位密度を平均で１．０×１０１４～５．０×１０１６／ｍ２

の範囲とし、ＳＥＭ－ＥＢＳＤ法により測定された、方位差が２°以上の結晶粒の傾角２
～１５°の小傾角粒界の平均割合を５０％以上とし、倍率３０万倍のＴＥＭにより測定可
能な析出物の平均数密度を５．０×１０２個／μｍ３以上と各々したことを特徴とする、
強度と延性に優れたアルミニウム合金鍛造材の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は強度と延性に優れたアルミニウム合金鍛造材およびその製造方法に関するもの
である。以下、アルミニウムを単にＡｌとも言う。
【０００２】
　本発明で言う鍛造材とは、熱間鍛造によって製造（塑性加工）されたアルミニウム合金
鍛造材を意味する。
　本発明では、この鍛造材なる用語を、物の製造方法の記載としてではなく、モノの状態
を特定するための、技術用語、特許用語としても汎用されることが周知な用語として使用
している。
　アルミニウム合金材は、熱間鍛造材、押出材、圧延材などの、塑性加工履歴の違いによ
って、合金組成が例え同じでも、その組織、特性が全く異なり、塑性加工履歴を特定しな
い限り、合金組成や組織、特性を規定する意味が無くなる。
　このため、本発明では、対象とするアルミニウム合金熱間鍛造材を、前記他の塑性加工
材とは明確に区別し、モノの状態を明確に特定するために、「熱間鍛造材」あるいは同義
語の「鍛造材」なる用語を、本願請求項や以下の記載で使用している。
【背景技術】
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【０００３】
　近年、排気ガス等による地球環境問題に対して、自動車などの輸送機の車体の軽量化に
よる燃費の向上が追求されている。このため、自動車などの輸送機の構造材や構造部品、
特に、アッパーアーム、ロアーアームなどの自動車足回り部品として、AA乃至JIS の規格
で言う６０００系（Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系）アルミニウム合金熱間鍛造材が使用されている
。
　これらの構造材や構造部品として、６０００系アルミニウム合金熱間鍛造材は、高強度
高靱性であり、耐食性にも比較的優れている。以下、輸送機の構造材や構造部品として、
自動車足回り部品を例にとって説明する。
【０００４】
　自動車の一層の軽量化のために、自動車足回り部品には、より薄肉化させた上での高強
度化や高靱性化が求められている。また、保安部品としての信頼性から、粒界腐食や応力
腐食割れなどに対しての高耐食性化も求められている。このため、従来から、素材として
の６０００系アルミニウム合金熱間鍛造材の組成やミクロ組織を改善することが種々行わ
れている。
【０００５】
　例えば、６０００系アルミニウム合金鍛造材の晶出物密度を平均面積率で1.5%以下に抑
制し、鍛造の際に生じるパーティングラインを含む断面部位の組織で観察される各粒界析
出物同士の平均間隔を0.7 μm以上に大きくすることが提案されている（特許文献１参照
）。
【０００６】
　また、アルミニウム合金押出材を熱間鍛造してなる６０００系アルミニウム合金鍛造材
として、鍛造材の断面全域における、傾角が２°以上、１５°未満の小傾角粒界と傾角が
１５°以上の大傾角粒界とを含めた未再結晶領域を備え、この未再結晶領域における傾角
２°以上の境界で囲まれる領域の平均粒径が１０μｍ以下であるとともに、この未再結晶
領域の断面全域に対する平均面積割合を７５％以上とし、かつ、この未再結晶組織領域に
おける、最大長が１０ｎｍ以上、８００ｎｍ以下の分散粒子の平均密度が１０個／μｍ３

以上であるとともに、最大長が０．５μｍ以上の晶出物の平均面積率が２．５％以下であ
る、アルミニウム合金鍛造材とすることも提案されている（特許文献２参照）。
【０００７】
　一方、熱間鍛造材の分野ではないが、アルミニウム合金材の高強度化の冶金的な手法と
して、６０００系アルミニウム合金鋳造材に溶体化処理をした後で、１５０～２５０℃程
度の温間鍛造加工を繰り返し行い、その後人工時効処理（人工時効硬化処理）することが
公知である（特許文献３、４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第5110938号公報
【特許文献２】特許第5723192号公報
【特許文献３】特開2014－218685号公報
【特許文献４】特許第5082483号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ただ、前記特許文献１、２などの、６０００系アルミニウム合金熱間鍛造材の組成やミ
クロ組織の改善でも、相反する特性であり、兼備することが難しい、強度と延性ともに優
れたアルミニウム合金鍛造材とすることには、未だ改善の余地がある。
【００１０】
　また、前記特許文献３、４のような、６０００系アルミニウム合金鋳造材に温間鍛造加
工を繰り返し行い、その後人工時効処理することで、高強度化を行う手法も、５００℃な
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どと温度が高い熱間鍛造を行っては、高強度化の効果が小さいとしており、この手法が、
６０００系アルミニウム合金の熱間鍛造材の機械的特性の向上に有効かどうかは未だ不明
である。
【００１１】
　本発明はこの様な事情に着目してなされたものであって、その目的は、優れた耐食性を
有することを前提に、強度と延性に優れた（高い強度と高い伸びとを兼備する）６０００
系アルミニウム合金鍛造材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的を達成するために、本発明の強度と延性に優れたアルミニウム合金鍛造材の要
旨は、質量％で、Ｓｉ：０．７～１．５％、Ｍｇ：０．６～１．２％、Ｆｅ：０．０１～
０．５％を各々含有するとともに、更に、Ｍｎ：０．０５～１．０％、Ｃｒ：０．０１～
０．５％、Ｚｒ：０．０１～０．２％のうちの一種または二種以上を含有し、残部Ａｌお
よび不可避的不純物からなるアルミニウム合金鍛造材であって、この鍛造材の最も厚肉な
部分の肉厚中心の観察面における組織として、Ｘ線回折により測定された転位密度が平均
で１．０×１０１４～５．０×１０１６／ｍ２の範囲であり、ＳＥＭ－ＥＢＳＤ法により
測定された、方位差が２°以上の結晶粒の傾角２～１５°の小傾角粒界の平均割合が５０
％以上であり、倍率３０万倍のＴＥＭにより測定可能な析出物の平均数密度が５．０×１
０２個／μｍ３以上であることとする。
【００１３】
　また、前記目的を達成するために、本発明の強度と延性に優れたアルミニウム合金鍛造
材の製造方法の要旨は、質量％で、Ｓｉ：０．７～１．５％、Ｍｇ：０．６～１．２％、
Ｆｅ：０．０１～０．５％を各々含有するとともに、更に、Ｍｎ：０．０５～１．０％、
Ｃｒ：０．０１～０．５％、Ｚｒ：０．０１～０．２％のうちの一種または二種以上を含
有し、残部Ａｌおよび不可避的不純物からなるアルミニウム合金鋳塊を、均熱処理後に熱
間鍛造して鍛造材とし、更に溶体化および焼入れ処理した前記鍛造材を温間加工した上で
人工時効処理を施し、この人工時効処理後の鍛造材の最も厚肉な部分の肉厚中心の観察面
における組織として、Ｘ線回折により測定された転位密度を平均で１．０×１０１４～５
．０×１０１６／ｍ２の範囲とし、ＳＥＭ－ＥＢＳＤ法により測定された、方位差が２°
以上の結晶粒の傾角２～１５°の小傾角粒界の平均割合を５０％以上とし、倍率３０万倍
のＴＥＭにより測定可能な析出物の平均数密度を５．０×１０２個／μｍ３以上と各々し
たことである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明では、６０００系アルミニウム合金鍛造材につき、溶体化および焼入れ処理した
鍛造材に温間加工による加工歪を付与した上で、人工時効処理を施した場合に、加工歪を
付与しない通常の場合に比して、強度と延性とがともに向上する（高強度化、高延性化す
る）ことを知見した。
【００１５】
　この効果を発揮させる、あるいは保証するために、本発明では、人工時効処理後の鍛造
材の最も厚肉な部分の肉厚中心部における組織として、前記した通り、平均の転位密度、
小傾角粒界の平均割合、析出物の平均数密度を各々規定する。　
【００１６】
　本発明によれば、６０００系アルミニウム合金鍛造材の強度と延性とがともに向上する
ため、さらなる軽量化が可能となる。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明の実施態様につき具体的に説明する。
【００１８】
(化学成分組成)
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　先ず、本発明鍛造材や、鋳造材の素材である鋳塊の、アルミニウム合金の化学成分組成
について、以下に説明する。
【００１９】
　本発明における６０００系（Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系）アルミニウム合金の化学成分組成は
、前記足回り鍛造部品などとして、高強度化、高延性化や、高い耐食性乃至耐久性を保証
する必要がある。このため、６０００系アルミニウム合金組成範囲の中でも、本発明にお
けるアルミニウム合金組成は、質量％で、Ｓｉ：０．７～１．５％、Ｍｇ：０．６～１．
２％、Ｆｅ：０．０１～０．５％を各々含有するとともに、更に、Ｍｎ：０．０５～１．
０％、Ｃｒ：０．０１～０．５％、Ｚｒ：０．０１～０．２％のうちの一種または二種以
上を含有し、残部Ａｌおよび不可避的不純物からなるアルミニウム合金とする。
【００２０】
　また、強度などの特性向上のために、前記アルミニウム合金が、更に、質量％で、Ｃｕ
：０．０５～１．０％、Ｔｉ：０．０１～０．１％、Ｚｎ：０.００５～０．２５％の一
種または二種以上を含有しても良い。なお、各元素量における％表示はすべて質量％の意
味である。
　次に、各元素の含有量について、臨界的意義や好ましい範囲について説明する。
【００２１】
Ｓｉ：０．７～１．５％、
　Ｓｉは、Ｍｇとともに人工時効処理により、主として針状β' 相として結晶粒内に析出
して、自動車足回り部品の高強度化を付与するために必須の元素である。
　Ｓｉの含有量が少なすぎると、人工時効処理時の析出量が少なくなりすぎ、高強度が得
られない。
　一方、Ｓｉの含有量が多過ぎると、鋳造時および溶体化処理後の焼き入れ途中で、粗大
な単体Ｓｉ粒子が晶出および析出して、耐食性と靱性を低下させる。また、過剰Ｓｉが多
くなって、高耐食性と高靱性高疲労特性を得ることができない。更に伸びが低くなるなど
、熱間鍛造性や加工性も阻害する。
　したがって、Ｓｉの含有量は０．７～１．５％の範囲とする。
【００２２】
Ｍｇ：０．６～１．２％
　Ｍｇも、人工時効処理（時効処理）により、Ｓｉとともに、主として針状β' 相として
結晶粒内に析出し、自動車足回り部品の高強度化、高延性化を付与するために必須の元素
である。
　Ｍｇの含有量が少なすぎると、人工時効処理時の析出量が少なくなりすぎ、高強度が得
られない。
　一方、Ｍｇの含有量が多過ぎると、粗大なＭｇ含有の化合物が、結晶の粒内や粒界に生
成してしまい、耐食性、靱性を低下させる。また、高温時の強度 (耐力) が高くなりすぎ
、熱間鍛造性や加工性を阻害する。
　したがって、Ｍｇ含有量は０．６～１．２％の範囲とする。
【００２３】
Ｆｅ：０．０１～０．５％
　Ｆｅは、Ｓｉと金属間化合物を生成して分散粒子 (分散相) を生成し、再結晶後の粒界
移動を妨げることで、再結晶を抑制し、結晶粒の粗大化を防止することで、結晶粒を微細
化させる効果がある。
　一方で、Ｆｅの含有量が多すぎると、結晶粒内および結晶粒界に粗大な化合物を形成し
やすくなり、耐食性とじん性を低下させやすい。また、Ｆｅが形成する金属間化合物中に
Ｓｉを含有しやすいため、Ｓｉを必要とする人工時効処理で生成する針状のβ’相が低減
してしまい、強度が低下しやすくなる。
　したがって、Ｆｅ含有量は０．０１～０．５％の範囲とする。
【００２４】
Ｍｎ：０．０５～１．０％、Ｃｒ：０．０１～０．５％、Ｚｒ：０．０１～０．２％のう
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ちから一種または二種以上
　Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｒは、Ｆｅと同様、Ｓｉと金属間化合物を生成して分散粒子 (分散相) 
を生成し、再結晶後の粒界移動を妨げ、再結晶を抑制し、結晶粒の粗大化を防止すること
で、結晶粒を微細化させる効果がある。
　一方で、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｒの含有量が多すぎると、結晶粒内および結晶粒界に粗大な化
合物を形成しやすくなり、耐食性とじん性を低下させやすい。また、これらの元素が形成
する金属間化合物中にＳｉを含有しやすいため、Ｓｉを必要とする人工時効処理で生成す
る針状のβ’が低減してしまい、強度が低下しやすくなる。
　したがって、これらの元素の一種または二種以上を含有させる場合の、各々の含有量は
、Ｍｎ：０．０５～１．０％、Ｃｒ：０．０１～０．５％、Ｚｒ：０．０１～０．２％の
範囲とする。
【００２５】
Ｃｕ：０．０５～１．０％、Ｔｉ：０．０１～０．１％、Ｚｎ０.００５～０．２５％の
一種または二種以上
　Ｃｕ、Ｔｉ、Ｚｎは、鍛造材の強度や靱性を向上させる同効元素であるので、これらの
効果を期待する場合には、一種または二種以上選択的に含有させる。
　Ｃｕは固溶強化にて鍛造材の強度、靱性の向上に寄与する他、時効処理に際して、最終
製品の時効硬化を著しく促進する効果も有する。Ｃｕの含有量が少なすぎると、これらの
強度向上効果が無い。一方、Ｃｕの含有量が多すぎると、アルミニウム合金鍛造材の組織
の応力腐食割れや粒界腐食の感受性を著しく高め、アルミニウム合金鍛造材の耐食性や耐
久性を低下させる。したがって、含有させる場合のＣｕの含有量は０．０５～１．０％の
範囲とする。
【００２６】
　Ｚｎは、人工時効処理において、Ｚｎ－Ｍｇ析出物を、微細かつ高密度に析出、形成し
て、強度、靱性を向上させる。また、固溶したＺｎは粒内の電位を下げ、腐食形態を粒界
からではなく、全面的な腐食として、粒界腐食や応力腐食割れを結果として軽減する効果
もある。しかし、Ｚｎの含有量が多過ぎると、耐食性が顕著に低下する。したがって、含
有する場合のＺｎの含有量は０．００５～０．２５％の範囲とする。
【００２７】
　Ｔｉは、鋳塊の結晶粒を微細化し、鍛造材組織を微細な結晶粒として、強度、靱性を向
上させる効果がある。Ｔｉの含有量が少なすぎるとこの効果が発揮されない。しかし、Ｔ
ｉの含有量が多すぎると、粗大な晶出物を形成し、前記加工性を低下させる。したがって
、含有させる場合のＴｉの含有量は０．０１～０．１％の範囲とする。
【００２８】
　ここで、溶解原料スクラップなどから混入されやすい他の不純物元素も、前記合金組成
の残部のうちの不可避的不純物として、本発明の諸特性を阻害しない範囲で、ＪＩＳ規格
の上限規定などに基づく通常の量を含むことは許容される。
【００２９】
　例えば、以下に記載する不純物元素は、各々以下に各々記載する含有量まで許容される
。水素は不純物として混入しやすく、特に、鍛造材の加工度が小さくなる場合、水素に起
因する気泡が鍛造等加工で圧着せず、ブリスターが発生し、破壊の起点となるため、靱性
や疲労特性を著しく低下させる。特に、高強度化した足回り部品などにおいては、この水
素による影響が大きい。したがって、Ａｌ１００ｇ当たりの水素濃度は０．２５ｍｌ以下
の、できるだけ少ない含有量とすることが好ましい。
　Ｓｃ、Ｖ、Ｈｆも不純物として混入しやすく、足回り部品の特性を阻害するので、これ
らの合計で０.３％未満とする。
　Ｂは５００ｐｐｍを越えて含有されると、粗大な晶出物を形成し、前記加工性を低下さ
せるので、許容量は５００ｐｐｍ以下までとする。
【００３０】
(組織)
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　以上の合金組成を前提に、本発明では、自動車などの輸送機の構造材や構造部品、特に
自動車足回り鍛造部品などとしての鍛造材につき、強度と延性をともに向上させる（高強
度化、高延性化を兼備させる）ために、この鍛造材の最も厚肉な部分の肉厚中心の観察面
（肉厚中心部）における組織を規定する。
　この規定として、先ず、Ｘ線回折により測定された転位密度を平均で１．０×１０１４

～５．０×１０１６／ｍ２の範囲とする。
　また、ＳＥＭ－ＥＢＳＤ法により測定された、方位差が２°以上の結晶粒の傾角２～１
５°の小傾角粒界の平均割合が５０％以上とする。
　更に、倍率３０万倍のＴＥＭにより測定可能な析出物の平均数密度を５．０×１０２個
／μｍ３以上とする。
【００３１】
　前記合金組成の６０００系アルミニウム合金鍛造材では、溶体化および焼入れ処理した
鍛造材に温間加工による加工歪を付与した上で人工時効処理を施した場合、前記加工歪を
付与しない通常の鍛造材の場合に比して、強度と延性とがともに向上する。
　これは、後述する温間加工前の加熱によって予め鍛造材の粒内に析出した均一微細なβ
’相が、その後、温間加工による加工歪を付与することによって導入、強化された転位に
より、人工時効処理時のβ’相の不均一析出が抑制され、強度と延性とがともに向上する
ものと推考される。
　また、温間加工前の加熱によって前記粒内に析出した均一微細なβ’相が、その後の温
間加工による加工歪の付与によって導入された転位をピン止めして、人工時効処理時の転
位の回復を抑制し、加工硬化量を確保して延性が向上するものと推考される。
【００３２】
　これらの効果を発揮させる、あるいは保証するために、本発明では、人工時効処理後の
鍛造材の最も厚肉な部分の肉厚中心部における組織として、前記した通りに、平均の転位
密度、小傾角粒界の平均割合、析出物の平均数密度を各々規定する。
　これらの組織要件を、順次以下の通り説明する。
【００３３】
(転位密度)
　本発明では、鍛造材の高強度化、高延性化を図るために、結晶粒界中の小傾角粒界の平
均割合や析出物の平均数密度などの他の組織制御と合わせて、この鍛造材の最も厚肉な部
分の肉厚中心の観察面における、Ｘ線回折により測定された転位密度を平均で１．０×１
０１４～５．０×１０１６／ｍ２の範囲とする。
　本発明では、溶体化および焼入れ処理した前記鍛造材を温間加工して、加工歪（ひずみ
）を付与して、鍛造材に再度転位を導入し、鍛造材の転位密度を前記規定範囲に制御し、
自動車足回り部品などとしての使用時の外力の負荷に対して、高歪み域までの、あるいは
破断に至るまでの不均一変形を抑制し、高い加工硬化特性（降伏比の低減、伸びの増加）
を発現させる。この結果、結晶粒界中の小傾角粒界の平均割合や析出物の平均数密度など
の他の組織規定（要件）と合わせて、０．２％耐力が４００ＭＰa以上、伸びが１０％以
上の高強度、高延性とできる。
【００３４】
　この転位密度が、１．０×１０１４／ｍ２未満と、低くなり過ぎると、前記温間加工に
よる歪を付与しない、従来の鍛造材と同じとなり、加工硬化特性が低くなる。この結果、
自動車足回り部品などとしての使用時の外力負荷に対して、高歪み域での早期の破断をま
ねくことになる。
　一方、この転位密度が、５．０×１０１６／ｍ２を超えて、高くなり過ぎると、自動車
足回り部品などとしての使用時の外力負荷に対して、高歪み域で導入、蓄積できる転位が
減少するので、やはり高歪み域での早期の破断をまねくことになる。
【００３５】
 転位密度の測定方法
　転位密度を透過型電子顕微鏡などにより計測することも汎用されてはいるが、本発明で
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は、Ｘ線回折により、より簡便かつ再現性よく測定する。
　転位のうち、線状、筋状の転位が密集した領域（セル壁やせん断帯）は、透過型電子顕
微鏡では判別しにくく、転位密度ρを求める際の測定誤差となりうる。これに対して、Ｘ
線回折では、後述する通り、集合組織における各面からの回折ピークの半価幅から転位密
度ρを算出するために、このような林立転位であっても誤差が少なくなる利点がある。
【００３６】
　鍛造や前記温間加工による塑性変形を加えて、転位を導入した鍛造材の組織では、転位
を中心に格子歪みが生じる。また、転位の配列により小傾角粒界、セル構造などが発達す
る。このような転位やそれに伴うドメイン構造をＸ線回折パターンからとらえると、回折
指数に応じた特徴的な拡がり、形状が回折ピークに現れる。この回折ピークの形状（ライ
ンプロファイル）を解析（ラインプロファイル解析）して、転位密度を求めることができ
る。
【００３７】
　具体的には、先ず、更に溶体化および焼入れ処理した前記鍛造材に温間加工による歪を
付与した上で人工時効処理を施し、この人工時効処理後の鍛造材の最も厚肉な部分の任意
の位置の縦断面から、肉厚中心部を含む測定試料（３個）を採取して、前記試料を鍛造材
表面と平行にいわばスライスし、肉厚中心が観察面として出るように研磨する。
　すなわち、肉厚中心部とは、鍛造材の平面視で、肉厚中心（板で言う板厚中心）におけ
る鍛造材表面と平行な面であって、肉厚中心において鍛造材の表面（例えば水平面）と概
ね平行に延在する面である。
　この試験片の表面（肉厚中心位置の面）の組織をＸ線回折して、この表面部の集合組織
における主要な方位である、(111)、(200)、(220)、(311)、(400)、(331)、(420)、(422)
の各面（各方位面）からの回折ピークの半価幅を求める。転位密度ρが高いほど、これら
各面の回折ピークの半価幅は大きくなる。なお、試験片の、Ｘ線回折の測定対象となる圧
延表面は、試験片の状態のままであっても、エッチングを伴わない洗浄が施されていても
良い。
【００３８】
　次に、これらの各面の回折ピークの半価幅から、Williamson-Hall法により、格子ひず
み（結晶歪み）εを求めた上で、下記の式により転位密度ρを算出することができる。こ
こで、転位密度ρは前記肉厚中心部から採取した３個の試料につき行い、これらを平均化
して転位密度ρの平均とする。
 　ρ＝　16.1ε２／ｂ２　　
　ここで、ρは転位密度、εは格子ひずみ、ｂはバーガースベクトルの大きさである。
　また、バーガースベクトルの大きさには2.8635×10-10mを用いた。
【００３９】
　上記Williamson-Hall法は、複数の回折の半価幅と回折角の関係から転位密度や結晶粒
径を求めるために汎用されている公知のラインプロファイル解析法である。また、これら
Ｘ線回折による転位密度の一連の求め方も公知であり、これらＸ線回折による転位密度の
一連の求め方を総称して、本発明では転位密度を「Ｘ線回折により測定された転位密度」
と称している。
【００４０】
(小傾角粒界の平均割合)
　本発明では、鍛造材の高強度化、高延性化を図るために、平均転位密度や析出物の平均
数密度などの他の組織制御とともに、この鍛造材の最も厚肉な部分の肉厚中心の観察面（
肉厚中心部）における、ＳＥＭ－ＥＢＳＤ法により測定された、方位差が２°以上の結晶
粒の傾角２～１５°の小傾角粒界の平均割合を５０％以上とする。
【００４１】
　このように、小傾角粒界の割合を、前記規定範囲のように、大きくなるよう制御するこ
とによって、自動車足回り部品などとしての使用時の外力の負荷に対して、局所的に歪が
集中せずに、均一に変形する組織とできる。これによって、局所的な破断を防止でき、平



(9) JP 2017-155251 A 2017.9.7

10

20

30

40

50

均転位密度や析出物の平均数密度などの他の組織規定（要件）と合わせて、０．２％耐力
が４００ＭＰa以上、伸びが１０％以上の高強度、高延性とできる。
　一方、前記小傾角粒界の平均割合が５０％未満では、従来の鍛造材と同じとなり、前記
高強度と高伸びを達成する機構が発現せず、伸びも低下する。
【００４２】
　本発明で言う小傾角粒界とは、後述するＳＥＭ－ＥＢＳＤ法により測定した結晶方位の
内、結晶方位の相違（傾角）が２～１５°と小さい結晶粒の間の粒界である。
　なお、これに対する大傾角粒界とは、この結晶方位の相違（傾角）が１５°を超え、９
０°以下の結晶粒の間の粒界である。
【００４３】
　この小傾角粒界の平均割合として、本発明では、測定した小傾角粒界の結晶粒界の全長
（測定された全小傾角粒の結晶粒界の合計の長さ）の、同じく測定した、結晶方位の相違
が２～９０°の結晶粒界の全長（測定された全結晶粒の結晶粒界の合計の長さ）に対する
割合を、傾角２～１５°の小傾角粒界の割合と規定している。すなわち、規定する傾角２
～１５°の小傾角粒界の割合（％）は、〔（２～１５°の結晶粒界の全長）／（２～９０
°の結晶粒界の全長）〕×１００として計算でき、この値の平均を５０％以上とする。な
お、製造あるいは熱間鍛造の限界から、２～１５°の小傾角粒界の割合の上限は９０％程
度である。
【００４４】
ＳＥＭ－ＥＢＳＤ法による小傾角粒界の平均割合測定
　鍛造材組織における、方位差が２°以上の結晶粒の傾角２～１５°の小傾角粒界の平均
割合の測定は、人工時効処理後の鍛造材の最も厚肉な部分の、前記肉厚中心の観察面（肉
厚中心部）の組織をＳＥＭ－ＥＢＳＤ法により測定して行う。
【００４５】
　具体的な測定方法は、前記転位密度の試料採取と同じく、前記人工時効処理後の鍛造材
の最も厚肉な部分の任意の位置の縦断面から、肉厚中心部を含む測定試料（３個）を採取
して、肉厚中心における観察面が出るように研磨する。
　そして、ＳＥＭ－ＥＢＳＤを用いて、前記観察面における、鍛造材の長手方向の辺の長
さが１０００μｍ×幅方向の辺の長さが３２０μｍの、矩形領域の測定範囲に対して、１
．０μｍのピッチで電子線を照射する。
　これによって、１試料当たりの小傾角粒界の平均割合を測定し、更に、測定した試料数
３個で平均化する。
【００４６】
　ＳＥＭ－ＥＢＳＤ（ＥＢＳＰ）法は、走査電子顕微鏡（Scanning Electron Microscope
: SEM）に、後方散乱電子回折像[EBSD: Electron　Back Scattering (Scattered) Diffra
ction　Pattern] システムを搭載した、汎用的な結晶方位解析法である。
【００４７】
　より具体的に、ＳＥＭ－ＥＢＳＤの前記観察用試料の調整は、前記観察試料 (断面組織
)を、更に機械研磨後電解エッチングして鏡面化する。そして、ＳＥＭ の鏡筒内にセット
し、試料の鏡面化した表面に、電子線を照射してスクリーン上にＥＢＳＤ（ＥＢＳＰ）を
投影する。これを高感度カメラで撮影して、コンピュータに画像として取り込む。コンピ
ュータでは、この画像を解析して、既知の結晶系を用いたシミュレーションによるパター
ンとの比較によって、結晶の方位が決定される。算出された結晶の方位は３次元オイラー
角として、位置座標（ｘ、ｙ、z）などとともに記録される。このプロセスが全測定点に
対して自動的に行なわれるので、測定終了時には、鍛造材の断面における数万～数十万点
の結晶方位データが得られる。この結晶方位データを基に、結晶粒を判別し、結晶粒界の
方位差を解析することになる。
【００４８】
（析出物）
　本発明では、鍛造材の高強度化、高延性化を図るために、以上の平均転位密度や小傾角
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粒界の平均割合の制御とともに、この鍛造材の最も厚肉な部分の肉厚中心の観察面（肉厚
中心部）における、倍率３０万倍のＴＥＭにより測定可能な析出物の平均数密度を５．０
×１０２個／μｍ３以上とする。
　これによって、平均転位密度や結晶粒界中の小傾角粒界の平均割合などの他の組織規定
（要件）と合わせて、０．２％耐力が４００ＭＰa以上、伸びが１０％以上の高強度、高
延性とできる。
【００４９】
　ここで、倍率３０万倍のＴＥＭにより測定可能な析出物とは、３０万倍のＴＥＭで、組
成に関わらず、その形状から測定（識別）可能な全析出物である。
　すなわち、ＴＥＭの画像解析によって、マトリックスや粒界、あるいは転位などとは、
形状から識別（区別）して観察（測定）できる、種々の粒状あるいは塊状、棒状、針状な
どの孤立した不定形（複雑形）を有する析出物全般である。
　また、３０万倍のＴＥＭで測定可能な析出物の最小の大きさは、その平均円相当径が５
ｎｍ以上であり、これ未満のものは測定できないので範囲外となる。
【００５０】
　ちなみに、析出物の大きさの上限であるが、常法により製造する自動車足回り部品鍛造
材では、その平均円相当径が１０００ｎｍを超える粗大な析出物は、破壊の原因となるた
め、殆ど存在させない（存在しない）。このため、前記ＴＥＭにて測定可能な、析出物の
大きさの実質的な上限は１０００ｎｍである。
【００５１】
　ここで、円相当径とは、同定できた析出物を画像処理して、前記ＴＥＭ視野内の個々の
析出物の面積を算出し、その同一面積の円に換算した場合の直径（等価な円径）に換算し
たもの（円等価直径）である。
【００５２】
　本発明で言う析出物の組成は、前記合金組成において、人工時効処理時に生成する、Ｍ
ｇ-Ｓｉ系あるいはＡｌ-Ｍｇ-Ｓｉ-Ｃｕ系、Ａｌ- Ｍｎ系、Ａｌ- Ｃｒ系、Ａｌ- Ｚｒ系
、あるいはこれらにＦｅが入った組成が主となる金属間化合物である。
　これらの前記ＴＥＭにより測定可能な微細な析出物の平均数密度を５．０×１０２個／
μｍ３以上とより多く存在させることによって（多く存在するほど）、強度（ＢＨ性）が
格段に向上する。
　これらの析出物がＢＨ性を向上させる機構は未だ不明であるものの、前記予ひずみ付与
時の加工硬化特性の向上や、予ひずみ付与によって導入された転位の、人工時効処理時の
回復抑制に対して、前記サイズや数密度の遷移元素系分散粒子が特に寄与するものと推測
される。
　しかも、このような微細な析出物は、鍛造材の伸びを低下させないという優れた効果も
有する。
【００５３】
　この鍛造材の最も厚肉な部分の肉厚中心部における、倍率３０万倍のＴＥＭにより測定
可能な析出物の平均数密度が５．０×１０２個個／μｍ３未満と少なくなると、従来の鍛
造材と同じとなり、前記高強度を達成するＢＨ性の機構が発現せず、伸びも低下する。
なお、製造乃至熱間鍛造の限界からすると、前記析出物の平均数密度の上限は１．０×１
０５個／μｍ３程度である。
【００５４】
析出物の平均数密度の測定
　本発明で規定する析出物の平均数密度の測定は、人工時効処理後の鍛造材の最も厚肉な
部分の肉厚中心の観察面の組織を３０万倍の倍率のＴＥＭ（透過型電子顕微鏡：ＦＥ－Ｔ
ＥＭ）によって測定する。
　具体的な測定方法は、前記人工時効処理後の鍛造材の最も厚肉な部分の任意の位置の縦
断面から、肉厚中心部を含む測定試料（３個）を採取して、肉厚中心における観察面が出
るように、ＴＥＭ用の薄膜試料を作成する。
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　ＴＥＭ用の薄膜試料は、前記測定試料を機械研磨して、肉厚中心から両厚さ方向に０．
０５ｍｍ（厚さ０．１ｍｍ）とした後、ツインジェット式電解研磨法にて肉厚中心から厚
さ１００ｎｍの薄膜にする。
　その上で、この薄膜（試料）を３０万倍の倍率のＴＥＭにより撮影した組織写真を画像
処理し、測定視野内（観察視野の合計面積が０．５μｍ２以上）の同定（識別）可能な全
ての析出物の個数を測定する。
　そして、測定視野に対する析出物の平均数密度（個／μｍ３）を測定する。
ここで、平均数密度の測定は、前記肉厚中心部から採取した３個の試料につき行い、これ
らを平均化して析出物の平均数密度（個／μｍ３）とする。
【００５５】
　以上説明した通り、本発明で規定する鍛造材の組織そして特性は、溶体化および焼入れ
処理した鍛造材に温間加工による歪を付与した上で人工時効処理を施した後の鍛造材の組
織と特性である。
【００５６】
(鍛造材測定部位)
　以上の組織や特性の測定部位は人工時効処理後の鍛造材の最も厚肉な部分の肉厚中心部
とした。鍛造材が、Ｉ型と呼ばれるような、棒状、板状、円形状や円柱状などの単純な形
状であれば、前記測定対象となる鍛造材の肉厚中心部は、鍛造材の中心点を基準に特定で
きる。
　ただ、前記自動車足回り部品は、代表的には、平面視で略三角形の全体形状からなると
ともに、この三角形の頂点部分となる３箇所のボールジョイントを、幅狭で厚い周縁部の
リブと幅広で薄肉な中央部のウエブとからなる、断面が略Ｈ型または略Ｕ型のアームで繋
いだ、複雑形状からなる。
　したがって、このような自動車足回り部品の肉厚中心部とは、鍛造材の最も厚肉な部分
として、前記厚肉のリブの任意の位置の前記した肉厚中心の部位とする。
【００５７】
(製造方法)
　次に、本発明におけるアルミニウム合金鍛造材の製造方法について述べる。本発明にお
けるアルミニウム合金鍛造材の製造工程自体は、前記組成を有するアルミニウム合金鋳塊
を均質化熱処理後、熱間鍛造加工を行い、この鍛造材に溶体化および焼入れ処理と人工時
効処理とを施す、常法により製造が可能である。すなわち、鋳塊の熱間押出加工を行わず
とも製造が可能である。
　但し、自動車足回り部品などとして、前記組織を有し、前提としての高耐食性の上で、
強度と延性とをともに向上させる（高強度化、高延性化の）ために、溶体化および焼入れ
処理後であって、人工時効処理前に予め温間加工を行うなどの、以下に示す好ましい製造
条件がある。
【００５８】
鋳造
　前記特定アルミニウム合金成分範囲内に溶解調整されたアルミニウム合金溶湯を鋳造す
る場合には、連続鋳造圧延法、半連続鋳造法（ＤＣ鋳造法）、ホットトップ鋳造法等の通
常の溶解鋳造法を適宜選択して鋳造する。
　但し、前記特定アルミニウム合金成分範囲からなるアルミニウム合金溶湯を鋳造する際
には、晶出物の微細化と、デンドライト二次アーム間隔(DAS) を微細化させるために、平
均冷却速度を100 ℃/s以上とすることが好ましい。
【００５９】
均質化熱処理
　鋳造した鋳塊の均質化熱処理は４５０～５８０℃の温度範囲に２時間以上保持して行う
。均質化熱処理温度が４５０℃未満では、温度が低すぎて鋳塊を均質化できず、均質化熱
処理温度が５８０℃を超えると、鋳塊表面のバーニングが発生する可能性がある。なお、
均質化熱処理後で、熱間鍛造に先立つ押出加工は、不要であるが、所望であれば施しても
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良い。
【００６０】
熱間鍛造
　均質化熱処理後の鋳塊を再加熱し、材料温度が４３０～５５０℃の範囲、金型温度が１
００～２５０℃の範囲、最小の肉厚減少率が２５％以上であるとともに、最大の肉厚減少
率が９０％以下の条件で熱間鍛造加工を行うことが好ましい。
　熱間鍛造は、メカニカルプレスによる鍛造や油圧プレスを用いて、自動車足回り部品の
最終製品形状 (ニアネットシェイプ) に鍛造加工される。熱間鍛造は、鍛造途中の再加熱
無しで、あるいは必要に応じて再加熱し、つぶし、荒鍛造、仕上げ鍛造と、熱間鍛造が複
数回行われる。
【００６１】
　熱間鍛造の加工率として、最小の肉厚減少率が１％未満では、前記した複雑形状の自動
車足回り部品が、形状精度良く鍛造加工できなくなる可能性がある。一方、最大の肉厚減
少率が９０％を超える場合、再結晶を抑制することが難しく、粗大な再結晶粒が発生する
可能性が高くなる。
【００６２】
　最終の鍛造後の鍛造終了温度が３００℃未満であれば、鍛造および溶体化処理工程にお
いて、再結晶を抑制することが難しく、加工組織が再結晶して粗大結晶粒が発生する可能
性がある。これら粗大結晶粒が発生した場合、前記組織に制御しても、高強度化や高延性
化が果たせず、また、耐食性も低下する。しかも、低温の熱間鍛造では、鍛造材断面の前
記全域を目標としている結晶粒を微細化させることが困難となる。一方、材料温度が５５
０℃を超えた場合、鍛造材表面のバーニングが発生するとともに、粗大な再結晶粒が発生
する可能性が高くなる。
【００６３】
溶体化および焼き入れ処理
　この熱間鍛造後に、溶体化および焼き入れ処理を行う。溶体化処理は、好ましくは、５
３０～５７０℃の温度範囲に、１時間以上、８時間以下保持する。この溶体化処理温度が
低過ぎるか、あるいは時間が短過ぎると、溶体化が不足して、Ｍｇ－Ｓｉ系化合物の固溶
が不十分となり、続く人工時効処理における化合物の析出量が少なすぎ、強度が低下する
。保持時間は長くても良いが、８時間を超えても、効果が飽和する。
【００６４】
　この溶体化処理後、５００℃から１００℃までを２５℃／ｓ以上の平均冷却速度で焼入
れ処理を行なうことが好ましい。この平均冷却速度を確保するために、焼き入れ処理時の
冷却は、鍛造材の歪を防止した均一な冷却のためにも、水冷、特に、気泡をバブリングし
つつ冷却水を循環させる、水冷（水槽浸漬）により行なうことが好ましい。この焼き入れ
処理時の冷却速度が低くなると、粒界上にＭｇ－Ｓｉ系化合物、Ｓｉ等が析出し、人工時
効後の製品において、粒界破壊が生じ易くなり、靱性ならびに疲労特性を低くする。また
、冷却途中に、粒内にも、安定相であるＭｇ－Ｓｉ系化合物、Ｓｉが形成され、人工時効
時に析出するβ相、β' 相の析出量が減るため、強度が低下する。
【００６５】
　ただ、一方で、冷却速度が高く（速く）なり過ぎると、焼入ひずみ量が多くなり、焼入
後に、矯正工程が新たに必要になったり、矯正工程の工数が増す問題も新たに生じる。ま
た残留応力も高くなり、製品の寸法、形状精度が低下する問題も新たに生じる。この点、
製品製造工程を短縮し、低コスト化するためには、焼入歪みが緩和される３０～８５℃の
温湯焼入が好ましい。ここで、温湯焼入温度が３０℃未満では焼入歪みが大きくなり、８
５℃を超えると冷却速度が低くなりすぎ、靱性ならびに疲労特性、強度が低くなる。
【００６６】
温間加工
　本発明では、このように得られた（溶体化および焼き入れ処理後の）熱間鍛造材に歪を
付加して、規定する前記組織とし、高強度化、高延性化させるために、人工時効処理前に
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予め温間加工を行う。
　この温間加工条件として、溶体化及び焼き入れ処理後４８時間以内に温間加工を行う。
温間加工前の加熱は、１４０～２２０℃の温度範囲に、炉への投入（保持）時間を２０分
～１２０分（昇温を１９分～６０分の範囲で行い、到達温度で１分～６０分の範囲で保持
）とし、その後遅滞なく（直ちに）温間加工することが好ましい。
　このような加熱条件によって、前記加熱保持中に先に粒内に均一微細なβ’相の析出が
生じる。その後に温間加工するため、温間加工によって導入された転位によるβ’相の不
均一析出が抑制される。また、既に析出しているβ’相が転位をピン止めし、人工時効処
理時の転位の回復を抑制し、加工硬化量も確保される。
　一方で、この投入時間が短いと、温間加工前の加熱処理での昇温・加熱保持中のβ’相
の析出はほとんど起こらないが、その後の温間加工によって導入された転位が、人工時効
処理時の析出サイトとなり、不均一析出するとともに、転位が元素の拡散を促進し、析出
物が粗大化、疎に分布し、強度が低下する可能性がある。
【００６７】
　温間加工率は５～３０％が望ましい。５％未満では、温間加工により鍛造材に付加され
る歪量が小さくなり、鍛造材に導入される転位が少なく、転位強化の効果が得られない。
また、３０％を超えると、蓄積歪が増大することにより、人工時効時の回復の駆動力が増
大し、転位強化による硬化量は飽和し、強度向上効果は小さくなる。
　さらに、加工量が増えると、温間加工後或いは人工時効中の回復によって形成される粒
界の方位差が増大し、小傾角粒界の割合が減少し、粒界への優先析出量が増大することで
、却って強度が低下する。
　温間加工の態様は、鍛造材の形状に応じて行い、棒状、板状、円形状や円柱状などの単
純な形状であれば、ロールによる圧延やプレス加工が適用でき、前記自動車足回り部品な
どの複雑形状であれば、温間での型鍛造や自由鍛造などを用いる。
　そして、温間加工の加工率や加工方法にもよるが、加工率を前記範囲で高くしたい場合
には、この温間加工によって、鍛造材を最終製品形状とする（前記熱間鍛造ではニアネッ
トシェイプとする）ことが好ましい。
【００６８】
人工時効処理
　以上の温間加工後に、人工時効処理（人工時効硬化処理）を施す。室温時効を進めない
ためには、前記温間加工後に、速やかに、例えば目安としては１時間以内に人工時効処理
を行うことが好ましい。この人工時効処理は、好ましくは、１００℃以上、２５０℃以下
の温度範囲と２０分～８ｈｒの保持時間の範囲から条件を選択する。
【００６９】
　但し、この条件範囲内であっても、組成や、熱間鍛造、溶体化焼き入れ処理、冷間ある
いは温間加工などの前工程の条件に見合った最適条件を選択すべきで、これらの組成や前
工程条件に見合わず、この人工時効温度が低すぎるか高すぎる、あるいは保持時間が短す
ぎると、所望の規定する組織や、高い引張強度と高い耐力、そして高い伸びが得られない
可能性がある。
　なお、前記した、均質化熱処理、溶体化処理には空気炉、誘導加熱炉、硝石炉などが適
宜用いられる。更に、人工時効処理には空気炉、誘導加熱炉、オイルバスなどが適宜用い
られる。
【００７０】
　本発明鍛造材は、自動車足回り部品用として、前記人工時効処理の前後に、機械加工や
表面処理などが適宜施されても良い。
【００７１】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより下記実施例
によって制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加
えて実施することも可能であり、それらは何れも本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
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【００７２】
　次に、本発明の実施例を説明する。表１に示す各アルミニウム合金組成で、溶体化およ
び焼入れ処理までは同じ製造条件とした熱間鍛造材を、表２に示す各異なる条件で温間加
工と人工時効処理とを施して、自動車足回り部品の素材となる鍛造材を製造した。そして
、この鍛造材の組織、機械的特性、耐食性を表２に示すように測定、評価した。
【００７３】
　具体的には、各例とも共通して、表１に示すアルミニウム合金鍛造材の化学成分からな
る鋳塊を、平均冷却速度を１００℃/s以上とした半連続鋳造法により鋳造した。なお、表
１に示す各アルミニウム合金例は、共通して１００ｇのＡｌ中の水素濃度は全て０．１０
～０．１５ｍｌであった。ここで、表１中の各元素の含有量の表示において、各元素にお
ける数値欄を「－」としている表示は、その含有量が検出限界以下であることを示す。
【００７４】
　これら各アルミニウム合金鋳塊の外表面を、各例とも共通して、厚さ３ｍｍ面削して、
長さ１２０ｍｍ 、φ７５ｍｍの丸棒状ビレットに切断後、５２０℃×５時間、均質化熱
処理し、この均質化熱処理後は、ファンを使用して、冷却速度が１００℃/ｈｒ以上で鋳
塊を強制空冷した。
　均質化熱処理後の鋳塊の熱間鍛造は、各例とも共通して、最終の肉厚まで再加熱無しに
３回鍛造し、鍛造開始時の温度が５００～５２０℃の範囲、金型温度が１７０～２００℃
の範囲、鍛造材中央部の肉厚変化率が（２５％を超える）７５％の共通の条件で、上下金
型を用いたメカニカルプレスにより行った。
　なお、これら熱間鍛造では、各例とも、後述する温間鍛造にて同じ共通した最終鍛造材
形状とするため、温間鍛造の各加工率に応じた、各ニアネットシェイプ形状の熱間鍛造材
とした。
【００７５】
　これらの鍛造材を、各例とも共通して、空気炉を用い、５５０℃×５時間の溶体化処理
後に、５００℃から１００℃までが２５℃／ｓ以上の平均冷却速度となる、前記水冷（水
槽浸漬）を行った。
【００７６】
　このように得られた（溶体化および焼き入れ処理後の）熱間鍛造材を、表２に示す条件
で温間加工と人工時効処理とを実施し、前記組織を各々作り分けた。
　温間鍛造は、表２に示す温間加工前加熱条件にて加熱後、上下金型を用いたメカニカル
プレスにより、表２の温間加工前加熱温度と加工率にて、温間加工し、最終形状とした。
【００７７】
　製造した鍛造材の最終形状は、各例とも共通して、前記した、平面視で略三角形の全体
形状からなるとともに、この三角形の頂点部分となる３箇所のボールジョイントを、幅狭
で肉厚（高さ）が６０ｍｍの周縁リブと、幅広で肉厚（高さ）が３１ｍｍの薄肉な中央部
のウエブとからなる、断面が略Ｈ型のアームで繋いだ足回り部品形状とした。
【００７８】
　以上のようにして、前記組織を作り分けた鍛造材の組織、機械的特性、耐粒界応力腐食
割れ性を、以下の方法で測定、評価した。これらの結果を表２に示す。
【００７９】
（組織）
　本発明で規定した各組織は、前記した測定方法により、鍛造材の任意の前記略Ｈ型のア
ームにおける最も厚肉のリブ部の任意の肉厚中心部の縦断面から、試料を採取して、転位
密度平均（／ｍ２）、方位差が２°以上の結晶粒の傾角２～１５°の小傾角粒界の平均割
合（％）、析出物の平均数密度（個／μｍ３）を、前記した要領で各々測定した。
【００８０】
(機械的特性)
　前記鍛造材の前記最も厚肉のリブ部の任意の部位の肉厚中心部から試料を採取し、この
試料から、厚み方向の中心位置に肉厚中心を含んで、鍛造材の長手方向にそのＬ方向が延
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在するように、外径φ5mm、標点間距離25mm、引張試験片 (L方向) を３個作製した。そし
て、この試験片の０．２％耐力(ＭＰａ) 、伸び(％) などの機械的性質を各々、室温にて
測定し、これら３個所（試験片３個）の各平均値を求めた。引張速度は、０．２％耐力ま
では５ｍｍ／分、０．２％耐力以降は２０ｍｍ／分とした。
　ここで、自動車足回り部品用の鍛造材としての合格基準は、０．２％耐力が４００ＭＰ
ａ以上 、伸びが１０％以上とした。
【００８１】
（耐食性）
　耐食性の評価は、ＪＩＳ Ｈ８７１１の交互浸漬法の規定に準じて、粒界腐食性の評価
を行った。すなわち、耐応力腐食割れ性評価用試験片（ＳＣＣ試験用Ｃリング）に３００
ＭＰａの応力を負荷し、割れの大小にかかわらず、粒界腐食割れが生じるまでの時間（日
数）を測り、３０日未満の場合は×、３０日以上～６０日未満は○と評価した。
【００８２】
　表１、２から明らかな通り、各発明例は、本発明の成分組成範囲内で、かつ好ましい条
件範囲で温間加工と人工時効処理されている。このため、これら各発明例は、表２に示す
通り、本発明で規定する通りの組織を有し、Ｘ線回折により測定された転位密度が平均で
１．０×１０１４～５．０×１０１６／ｍ２の範囲であり、ＳＥＭ－ＥＢＳＤ法により測
定された、方位差が２°以上の結晶粒の傾角２～１５°の小傾角粒界の平均割合が５０％
以上であり、倍率３０万倍のＴＥＭにより測定可能な析出物の平均数密度が５．０×１０
２個／μｍ３以上である。
【００８３】
　この結果、これら各発明例は、優れた耐食性を有した上で、０．２％耐力が４００ＭＰ
ａ以上 、伸びが１０％以上であり、高強度と高延性を有し、足回り部品として必要な諸
特性が兼備できている。
【００８４】
　これに対し、表２の比較例１３～１９のように、合金組成は表１の合金番号１の範囲内
だが、温間加工が好ましい条件範囲から外れて製造されている場合は、肉厚中心部におけ
る本発明の組織規定を満たしていない。この結果、これら比較例は、共通して、０．２％
耐力や伸びが発明例に比して著しく劣る。
　比較例１３は人工時効処理前に温間加工していない。
　比較例１４は温間加工の際の加熱温度が低すぎる。
　比較例１５は温間加工の際の加熱温度が高すぎる。
　比較例１６は温間加工の際の加熱保持時間が短すぎる。
　比較例１７は温間加工の際の加熱保持時間が長すぎる。
　比較例１８は温間加工の加工率が低すぎる。
　比較例１９は温間加工の加工率が高すぎる。
【００８５】
　また、表２の比較例２０～２３は、温間加工は好ましい条件範囲内だが、合金組成が範
囲外であり、肉厚中心部における本発明の組織規定を満たしていない。この結果、これら
比較例は、共通して、０．２％耐力や伸びが発明例に比して著しく劣る。
　比較例２０は、表１の合金番号１１の通り、Ｍｇが下限から外れる。
　比較例２１は、表１の合金番号１２の通り、Ｓｉが下限から外れる。
　比較例２２は、表１の合金番号１３の通り、Ｆｅを含有していない。
　比較例２３は、表１の合金番号１４の通り、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｒのいずれも含有していな
い。
【００８６】
　以上の結果から、優れた耐食性を有することを前提に、高強度と高延性とを有する６０
００系アルミニウム合金鍛造材を得られる、本発明組成、組織規定の臨界的な意義が分か
る。
【００８７】
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【表１】

【００８８】
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【表２】

【産業上の利用可能性】
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【００８９】
　本発明によれば、優れた耐食性を有することを前提に、高強度と高延性とを有する６０
００系アルミニウム合金鍛造材を得ることができる。したがって、６０００系アルミニウ
ム合金熱間鍛造材の、自動車足回り部品など輸送機用への用途の拡大を図ることができる
点で、多大な工業的な価値を有する。 



(19) JP 2017-155251 A 2017.9.7

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｃ２２Ｆ   1/00     (2006.01)           Ｃ２２Ｆ    1/00     ６０２　        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６３０Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６３０Ｋ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６４０Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６８１　        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６８３　        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６８２　        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６８５Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９１Ｂ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９１Ｃ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９２Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９２Ｂ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９４Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９４Ｂ        　　　　　

(72)発明者  宍戸　久郎
            兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通二丁目２番４号　株式会社神戸製鋼所内
(72)発明者  中井　学
            兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通二丁目２番４号　株式会社神戸製鋼所内
(72)発明者  堀　雅是
            兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通二丁目２番４号　株式会社神戸製鋼所内
Ｆターム(参考) 4E087 AA01  BA04  BA12  CB01  DB14  DB22  DB24  HA82 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	overflow

